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○
農
林
水
産
省
令
第

号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
十
五
条
第
二
項
並
び
に
水
産
資

源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

川

貴
盛

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
農
林
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
提
出
書
類
の
経
由
機
関
）

（
提
出
書
類
の
経
由
機
関
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

第
三
章
及
び
第
四
章
の
規
定
に
よ
り
鯨
体
処
理
場
に
関
し
農
林
水
産
大
臣

２

第
四
章
の
規
定
に
よ
り
鯨
体
処
理
場
に
関
し
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
す
る

に
提
出
す
る
書
類
は
、
当
該
鯨
体
処
理
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

書
類
は
、
当
該
鯨
体
処
理
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由

知
事
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
船
舶
適
格
条
件
）

（
船
舶
適
格
条
件
）

第
六
条

船
舶
に
つ
い
て
法
第
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
の

第
六
条

船
舶
に
つ
い
て
法
第
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
の

定
め
る
条
件
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
漁
船
の
設
備
基

定
め
る
条
件
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
漁
船
の
設
備
基

準
に
適
合
す
る
船
舶
で
あ
る
こ
と
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
指
定
漁
業
ご
と

準
に
適
合
す
る
船
舶
で
あ
る
こ
と
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
指
定
漁
業
ご
と

に
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

に
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
。
）

三

大
型
捕
鯨
業

総
ト
ン
数
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
で
あ
つ
て
方
向
探
知
機

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

母
船
式
捕
鯨
業

母
船
が
総
ト
ン
数
五
千
ト
ン
以
上
の
船
舶
で
あ
つ
て

四

母
船
式
捕
鯨
業

母
船
に
あ
つ
て
は
総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上
の
船
舶

鯨
体
処
理
設
備
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

で
あ
つ
て
鯨
体
処
理
設
備
及
び
製
油
設
備
並
び
に
方
向
探
知
機
及
び
レ
ー

ダ
ー
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
独
航
船
に
あ
つ
て
は
総
ト
ン
数
三
百
ト
ン

以
上
の
船
舶
で
あ
つ
て
方
向
探
知
機
及
び
レ
ー
ダ
ー
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

四

（
略
）

五

（
略
）

（
船
長
等
の
乗
組
み
禁
止
命
令
）

（
船
長
等
の
乗
組
み
禁
止
命
令
）

第
二
十
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
指
定
漁
業
者
に
つ
き
、
合
理
的
に
判
断
し
て

第
二
十
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
指
定
漁
業
者
に
つ
き
、
合
理
的
に
判
断
し
て

漁
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に

漁
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に

違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
取
締
り
上
必
要
が

違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
取
締
り
上
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船
舶
の
船
長
、
船
長
の
職

あ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船
舶
の
船
長
、
船
長
の
職

務
を
行
う
者
、
操
業
を
指
揮
す
る
者
又
は
大
型
捕
鯨
業
、
小
型
捕
鯨
業
若
し

務
を
行
な
う
者
、
操
業
を
指
揮
す
る
者
又
は
大
型
捕
鯨
業
若
し
く
は
母
船
式

く
は
母
船
式
捕
鯨
業
に
お
け
る
砲
手
若
し
く
は
砲
手
の
職
務
を
行
う
者
に
対

捕
鯨
業
に
お
け
る
砲
手
若
し
く
は
砲
手
の
職
務
を
行
な
う
者
に
対
し
、
当
該
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し
、
当
該
指
定
漁
業
に
従
事
す
る
船
舶
へ
の
乗
組
み
を
制
限
し
、
又
は
禁
止

指
定
漁
業
に
従
事
す
る
船
舶
へ
の
乗
組
み
を
制
限
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と

す
る
こ
と
が
あ
る
。

が
あ
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
捕
獲
頭
数
の
制
限
）

（
操
業
期
間
の
制
限
）

第
三
十
四
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
毎
年
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し
て
、

第
三
十
四
条

大
型
捕
鯨
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
大
型
捕
鯨
業
者
」

鯨
種
別
及
び
水
域
別
に
、
大
型
捕
鯨
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
大
型

と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
農
林
水
産

捕
鯨
業
者
」
と
い
う
。
）
が
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
る
ひ
げ
鯨
（
ミ
ン
ク
鯨

大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
期
間
内
で
な
け
れ
ば
、
ひ
げ
鯨
又
は
ま
つ
こ

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
ま
つ
こ
う
鯨
の
年
間
の
捕

う
鯨
を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。

獲
頭
数
の
上
限
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

ひ
げ
鯨
に
あ
つ
て
は
、
毎
年
の
継
続
す
る
六
月
間

一

ひ
げ
鯨
及
び
ま
つ
こ
う
鯨
の
資
源
の
状
況

二

ま
つ
こ
う
鯨
に
あ
つ
て
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日

二

全
て
の
大
型
捕
鯨
業
者
の
操
業
状
況

ま
で
の
継
続
す
る
八
月
間

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
当
該
年
に
お
い
て
全
て
の
大
型
捕
鯨
業
者
が
捕
獲
し

２

前
項
の
告
示
は
、
そ
の
施
行
期
日
を
定
め
、
そ
の
期
日
の
二
週
間
前
ま
で

た
鯨
種
別
及
び
水
域
別
の
ひ
げ
鯨
及
び
ま
つ
こ
う
鯨
の
頭
数
が
前
項
の
規
定

に
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。
た
だ
し
、
政
府
間
の
取
決
め
の
実
施
の
た
め
緊

に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
捕
獲
頭
数
の
上
限
に
達
し
た
と
き
は
、
直

急
を
要
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ち
に
、
全
て
の
大
型
捕
鯨
業
者
に
対
し
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
鯨
種
別
及
び

水
域
別
の
ひ
げ
鯨
及
び
ま
つ
こ
う
鯨
の
捕
獲
を
禁
止
す
る
期
間
を
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。

３

大
型
捕
鯨
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
同
項

の
期
間
内
は
、
当
該
鯨
種
別
及
び
水
域
別
の
ひ
げ
鯨
及
び
ま
つ
こ
う
鯨
を
捕

獲
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
捕
獲
の
制
限
）

（
捕
獲
の
制
限
）

第
三
十
五
条

大
型
捕
鯨
業
者
は
、
乳
飲
み
稚
鯨
及
び
稚
鯨
（
乳
飲
み
稚
鯨
を

第
三
十
五
条

大
型
捕
鯨
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
鯨
を
（
第
九
号
に
掲
げ
る
鯨

含
む
。
）
を
伴
う
雌
鯨
を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。

に
あ
つ
て
は
、
毎
年
三
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
内
は
）
捕
獲

し
て
は
な
ら
な
い
。

一

乳
飲
み
稚
鯨
又
は
稚
鯨
（
乳
飲
み
稚
鯨
を
含
む
。
）
を
伴
う
雌
鯨

二

こ
く
鯨
又
は
せ
み
鯨
（
北
極
鯨
を
含
む
。
）

三

白
な
が
す
鯨

四

ざ
と
う
鯨

五

な
が
す
鯨
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六

い
わ
し
鯨

七

体
長
十
二
・
二
メ
ー
ト
ル
未
満
（
食
料
又
は
飼
料
に
供
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
体
長
十
・
七
メ
ー
ト
ル
未
満
）
の
に
た
り
鯨

八

体
長
九
・
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
ま
つ
こ
う
鯨

九

北
緯
四
十
度
の
線
以
南
の
北
太
平
洋
の
海
域
に
お
け
る
体
長
十
三
・
七

メ
ー
ト
ル
以
上
の
ま
つ
こ
う
鯨

２

前
項
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
に
お
い
て
「
体
長
」
と
は
、
鯨
の

甲
板
及
び
鯨
体
（
例
外
的
な
場
合
を
除
く
ほ
か
、
鯨
体
背
部
に
沿
う
も
の
と

す
る
。
）
に
平
行
な
上
あ
ご
の
先
端
（
ま
つ
こ
う
鯨
に
あ
つ
て
は
、
頭
の
最

先
端
）
か
ら
尾
ひ
れ
の
岐
点
ま
で
の
直
線
の
長
さ
を
い
う
。

（
え
い
航
の
制
限
）

第
三
十
六
条

削
除

第
三
十
六
条

大
型
捕
鯨
業
者
は
、
捕
獲
し
た
鯨
を
、
大
型
捕
鯨
業
の
許
可
に

係
る
船
舶
以
外
の
船
舶
に
え
い
航
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
大
型
捕

鯨
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
が
接
岸
で
き
な
い
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
他

の
船
舶
に
え
い
航
さ
せ
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
鯨
体
処
理
場
の
使
用
の
許
可
等
）

（
大
型
鯨
体
処
理
場
の
使
用
の
許
可
等
）

第
三
十
七
条

大
型
捕
鯨
業
者
は
、
当
該
大
型
捕
鯨
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
ご

第
三
十
七
条

大
型
捕
鯨
業
者
は
、
当
該
大
型
捕
鯨
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
ご

と
に
、
そ
の
使
用
す
る
鯨
体
処
理
場
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受

と
に
、
そ
の
使
用
す
る
大
型
鯨
体
処
理
場
（
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
大
型

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

鯨
体
処
理
場
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
農
林
水

産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
も
、

同
様
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

大
型
捕
鯨
業
者
は
、
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
鯨
体
処
理
場
以
外
の
場
所

３

大
型
捕
鯨
業
者
は
、
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
大
型
鯨
体
処
理
場
以
外
の

に
お
い
て
、
捕
獲
し
た
鯨
を
処
理
し
て
は
な
ら
な
い
。

場
所
に
お
い
て
、
捕
獲
し
た
鯨
を
処
理
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
捕
獲
鯨
の
表
示
及
び
報
告
）

（
捕
獲
鯨
の
表
示
及
び
報
告
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）
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２

大
型
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
と
き
は
、
三

２

大
型
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
と
き
は
、
三

時
間
以
内
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
鯨
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
鯨

時
間
以
内
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
無
線
電
信
で
当
該
鯨
を
処
理
し
よ

体
処
理
場
の
設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
と
す
る
大
型
鯨
体
処
理
場
の
設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
歩
合
金
の
算
定
）

第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
条

削
除

第
三
十
九
条

大
型
捕
鯨
業
者
は
、
当
該
漁
業
に
従
事
す
る
砲
手
そ
の
他
の
乗

組
員
に
対
す
る
歩
合
に
よ
る
報
酬
の
額
に
つ
い
て
は
、
捕
獲
し
た
鯨
の
数
の

ほ
か
、
そ
の
大
き
さ
、
種
類
及
び
鯨
油
そ
の
他
の
生
産
物
の
数
量
を
参
し
や

く
し
て
、
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

大
型
捕
鯨
業
者
は
、
大
型
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
砲
手
そ
の
他
の
乗
組
員
が

漁
業
に
関
す
る
法
令
若
し
く
は
当
該
法
令
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
鯨
を

捕
獲
し
た
と
き
又
は
乳
を
分
泌
中
の
鯨
を
捕
獲
し
た
と
き
は
、
当
該
許
可
に

係
る
船
舶
の
乗
組
員
に
対
し
て
は
、
当
該
鯨
に
つ
い
て
の
歩
合
に
よ
る
報
酬

を
支
給
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
報
酬
計
算
書
等
）

第
四
十
条

大
型
捕
鯨
業
者
は
、
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
事
業

成
績
報
告
書
に
は
、
砲
手
そ
の
他
の
乗
組
員
に
つ
き
、
各
人
ご
と
の
報
酬
計

算
書
及
び
そ
の
算
出
の
基
準
を
示
し
た
明
細
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
大
口
径
の
も
り
づ
つ
の
使
用
禁
止
）

第
四
十
一
条

削
除

第
四
十
一
条

小
型
捕
鯨
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
小
型
捕
鯨
業
者
」

と
い
う
。
）
は
、
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
口
径
の
も
り
づ
つ
を
使
用

し
て
は
な
ら
な
い
。

（
捕
獲
頭
数
の
制
限
）

（
操
業
期
間
の
制
限
）

第
四
十
二
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
毎
年
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し
て
、

第
四
十
二
条

小
型
捕
鯨
業
者
は
、
毎
年
の
継
続
す
る
六
月
間
の
範
囲
内
に
お

鯨
種
別
及
び
水
域
別
に
、
小
型
捕
鯨
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
小
型

い
て
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
期
間
内
で
な
け
れ
ば
、
ミ
ン
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捕
鯨
業
者
」
と
い
う
。
）
が
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
る
歯
鯨
（
ま
つ
こ
う
鯨

ク
鯨
を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
ミ
ン
ク
鯨
の
年
間
の
捕
獲

２

第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

頭
数
の
上
限
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

歯
鯨
及
び
ミ
ン
ク
鯨
の
資
源
の
状
況

二

全
て
の
小
型
捕
鯨
業
者
の
操
業
状
況

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
当
該
年
に
お
い
て
全
て
の
小
型
捕
鯨
業
者
が
捕
獲
し

た
鯨
種
別
及
び
水
域
別
の
歯
鯨
及
び
ミ
ン
ク
鯨
の
頭
数
が
前
項
の
規
定
に
よ

り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
捕
獲
頭
数
の
上
限
に
達
し
た
と
き
は
、
直
ち
に

、
全
て
の
小
型
捕
鯨
業
者
に
対
し
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
鯨
種
別
及
び
水
域

別
の
歯
鯨
及
び
ミ
ン
ク
鯨
の
捕
獲
を
禁
止
す
る
期
間
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

３

小
型
捕
鯨
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
同
項

の
期
間
内
は
、
当
該
鯨
種
別
及
び
水
域
別
の
歯
鯨
及
び
ミ
ン
ク
鯨
を
捕
獲
し

て
は
な
ら
な
い
。

（
捕
獲
の
制
限
）

（
捕
獲
の
制
限
）

第
四
十
三
条

小
型
捕
鯨
業
者
は
、
乳
飲
み
稚
鯨
及
び
稚
鯨
（
乳
飲
み
稚
鯨
を

第
四
十
三
条

小
型
捕
鯨
業
者
は
、
乳
飲
み
稚
鯨
又
は
稚
鯨
（
乳
飲
み
稚
鯨
を

含
む
。
）
を
伴
う
雌
鯨
を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。

含
む
。
）
を
伴
う
雌
鯨
を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
鯨
体
処
理
場
の
使
用
の
許
可
等
）

（
鯨
体
処
理
場
の
使
用
の
許
可
等
）

第
四
十
四
条

小
型
捕
鯨
業
者
は
、
当
該
小
型
捕
鯨
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
ご

第
四
十
四
条

小
型
捕
鯨
業
者
は
、
当
該
小
型
捕
鯨
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
ご

と
に
、
そ
の
使
用
す
る
鯨
体
処
理
場
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受

と
に
、
そ
の
使
用
す
る
鯨
体
処
理
場
（
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
鯨
体
処
理

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

場
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す

る
。

２

小
型
捕
鯨
業
者
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
船
舶
に
係
る
鯨
体
処
理
場
で
前
項
の

２

小
型
捕
鯨
業
者
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
船
舶
に
係
る
鯨
体
処
理
場
で
前
項
の

許
可
を
受
け
た
も
の
以
外
の
場
所
に
、
当
該
鯨
を
陸
揚
げ
し
て
は
な
ら
な

許
可
を
受
け
た
も
の
以
外
の
場
所
に
、
当
該
鯨
を
陸
揚
げ
し
て
は
な
ら
な

い
。

い
。
た
だ
し
、
当
該
鯨
が
ミ
ン
ク
鯨
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
船
舶
内
に
お
い

て
こ
れ
を
製
品
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

小
型
捕
鯨
業
者
は
、
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
鯨
体
処
理
場
以
外
の
場
所

３

小
型
捕
鯨
業
者
は
、
捕
獲
し
た
鯨
を
、
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
鯨
体
処

に
お
い
て
、
捕
獲
し
た
鯨
を
処
理
し
て
は
な
ら
な
い
。

理
場
（
ミ
ン
ク
鯨
に
あ
つ
て
は
、
当
該
鯨
体
処
理
場
及
び
当
該
鯨
を
捕
獲
し
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た
船
舶
）
以
外
の
場
所
に
お
い
て
、
処
理
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
許
可
は
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
に
つ
い
て
の
小
型
捕
鯨
業
の

４

第
十
八
条
の
規
定
は
捕
獲
さ
れ
た
小
型
捕
鯨
業
の
漁
獲
物
（
ミ
ン
ク
鯨
に

許
可
が
効
力
を
失
つ
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

限
る
。
）
の
製
品
の
陸
揚
港
の
制
限
に
つ
い
て
、
第
三
十
七
条
第
四
項
の
規

定
は
小
型
捕
鯨
業
者
に
係
る
鯨
体
処
理
場
の
使
用
の
許
可
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
八
条
第
一
項
中
「
指
定
漁
業
者
（
大
中
型

ま
き
網
漁
業
、
大
型
捕
鯨
業
、
小
型
捕
鯨
業
、
北
太
平
洋
さ
ん
ま
漁
業
又
は

い
か
釣
り
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
小
型
捕
鯨
業
者
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
漁

業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
型
捕
鯨
業
者
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

四
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
第
三
十
七
条
第
四
項
中

「
大
型
捕
鯨
業
」
と
あ
る
の
は
「
小
型
捕
鯨
業
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
捕
獲
鯨
の
表
示
及
び
報
告
）

（
準
用
規
定
）

第
四
十
五
条

小
型
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
と

第
四
十
五
条

第
三
十
六
条
、
第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
条
の
規
定
は
、
小
型

き
は
、
そ
の
つ
ど
当
該
鯨
の
尾
羽
に
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出

捕
鯨
業
に
準
用
す
る
。

た
船
名
表
示
記
号
及
び
捕
獲
の
順
序
を
示
す
番
号
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

小
型
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
と
き
は
、
三

時
間
以
内
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
鯨
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
鯨

体
処
理
場
の
設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

捕
獲
の
日
時
及
び
位
置

二

鯨
の
種
類

三

尾
羽
に
表
示
し
た
番
号

（
捕
獲
頭
数
の
制
限
）

（
操
業
禁
止
区
域
）

第
四
十
六
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
毎
年
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し
て
、

第
四
十
六
条

母
船
式
捕
鯨
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
母
船
式
捕
鯨
業

鯨
種
別
及
び
水
域
別
に
、
母
船
式
捕
鯨
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
母

者
」
と
い
う
。
）
は
、
北
緯
二
十
度
の
線
、
東
経
百
十
八
度
の
線
、
北
緯
四

船
式
捕
鯨
業
者
」
と
い
う
。
）
が
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
る
鯨
の
年
間
の
捕

十
五
度
の
線
及
び
東
経
百
五
十
九
度
の
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
太
平
洋
の
海
域

獲
頭
数
の
上
限
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

に
お
い
て
は
、
当
該
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

一

鯨
の
資
源
の
状
況
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二

全
て
の
母
船
式
捕
鯨
業
者
の
操
業
状
況

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
当
該
年
に
お
い
て
全
て
の
母
船
式
捕
鯨
業
者
が
捕
獲

し
た
鯨
種
別
及
び
水
域
別
の
鯨
の
頭
数
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大

臣
が
定
め
た
捕
獲
頭
数
の
上
限
に
達
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
全
て
の
母
船

式
捕
鯨
業
者
に
対
し
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
鯨
種
別
及
び
水
域
別
の
鯨
の
捕

獲
を
禁
止
す
る
期
間
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

母
船
式
捕
鯨
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
同

項
の
期
間
内
は
、
当
該
鯨
種
別
及
び
水
域
別
の
鯨
を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な

い
。

（
捕
獲
の
制
限
）

（
捕
獲
の
制
限
）

第
四
十
七
条

母
船
式
捕
鯨
業
者
は
、
乳
飲
み
稚
鯨
及
び
稚
鯨
（
乳
飲
み
稚
鯨

第
四
十
七
条

母
船
式
捕
鯨
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
鯨
を
（
第
八
号
に
掲
げ
る

を
含
む
。
）
を
伴
う
雌
鯨
を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。

鯨
に
あ
つ
て
は
毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
、

第
九
号
に
掲
げ
る
鯨
に
あ
つ
て
は
毎
年
三
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
の

期
間
内
は
）
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

乳
飲
み
稚
鯨
又
は
稚
鯨
（
乳
飲
み
稚
鯨
を
含
む
。
）
を
伴
う
雌
鯨

二

こ
く
鯨
又
は
せ
み
鯨
（
北
極
鯨
を
含
む
。
）

三

白
な
が
す
鯨

四

な
が
す
鯨

五

体
長
十
二
・
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
い
わ
し
鯨
又
は
に
た
り
鯨

六

ざ
と
う
鯨

七

体
長
九
・
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
ま
つ
こ
う
鯨

八

南
緯
四
十
度
の
線
以
北
の
南
半
球
の
海
域
に
お
け
る
体
長
十
三
・
七
メ

ー
ト
ル
以
上
の
ま
つ
こ
う
鯨

九

北
緯
四
十
度
の
線
以
南
の
北
太
平
洋
の
海
域
に
お
け
る
体
長
十
三
・
七

メ
ー
ト
ル
以
上
の
ま
つ
こ
う
鯨

２

第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号

ま
で
の
体
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

母
船
式
捕
鯨
業
者
は
、
赤
道
以
北
の
太
平
洋
の
海
域
に
お
い
て
は
い
わ
し

鯨
を
、
南
半
球
の
海
域
に
お
い
て
は
に
た
り
鯨
を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。
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第
四
十
八
条
及
び
第
四
十
九
条

削
除

第
四
十
八
条

母
船
式
捕
鯨
業
者
は
、
南
緯
四
十
度
の
線
以
南
の
海
域
に
お
い

て
は
、
毎
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
翌
年
四
月
七
日
ま
で
の
期
間
（
当
該
期
間

内
に
、
国
際
捕
鯨
統
計
局
か
ら
国
際
捕
鯨
取
締
条
約
附
表
の
規
定
に
よ
る
捕

獲
の
最
終
日
に
つ
い
て
の
通
告
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
最
終
日
ま
で
の

期
間
）
内
で
な
け
れ
ば
、
ひ
げ
鯨
（
ミ
ン
ク
鯨
を
除
く
。
）
を
捕
獲
し
て
は

な
ら
な
い
。

（
母
船
使
用
の
禁
止
）

第
四
十
九
条

母
船
式
捕
鯨
業
者
は
、
南
緯
四
十
度
の
線
以
南
の
海
域
に
お
い

て
ひ
げ
鯨
（
ミ
ン
ク
鯨
を
除
く
。
）
を
処
理
す
る
た
め
に
使
用
し
た
母
船
を

、
前
条
に
規
定
す
る
漁
期
終
了
の
日
か
ら
一
年
間
は
、
同
一
の
目
的
で
他
の

海
域
（
赤
道
以
北
の
太
平
洋
の
海
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て
使
用
し
て
は
な

ら
な
い
。

（
捕
獲
鯨
の
表
示
及
び
報
告
）

（
捕
獲
鯨
の
表
示
及
び
報
告
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

２

母
船
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
独
航
船
の
船
長
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
と
き
は

２

母
船
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
独
航
船
の
船
長
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
と
き
は

、
三
時
間
以
内
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
独
航
船
の
属
す
る
船
団

、
三
時
間
以
内
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
無
線
電
信
で
当
該
独
航
船
の

の
管
理
人
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

属
す
る
船
団
の
管
理
人
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略)

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）

２

前
項
第
二
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
お
い
て
「
体
長
」
と
は
、
鯨
の
甲
板

２

第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
及
び
第
五
号
の
体
長
に
つ

及
び
鯨
体
（
例
外
的
な
場
合
を
除
く
ほ
か
、
鯨
体
背
部
に
沿
う
も
の
と
す

い
て
準
用
す
る
。

る
。
）
に
平
行
な
上
あ
ご
の
先
端
（
ま
つ
こ
う
鯨
に
あ
つ
て
は
、
頭
の
最
先

端
）
か
ら
尾
ひ
れ
の
岐
点
ま
で
の
直
線
の
長
さ
を
い
う
。

（
鯨
体
の
完
全
利
用
）

第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で

削
除

第
五
十
二
条

母
船
式
捕
鯨
業
者
は
、
そ
の
捕
獲
し
た
鯨
の
す
べ
て
の
部
分
を

、
し
や
沸
そ
の
他
の
方
法
で
加
工
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
内
臓

、
ひ
げ
及
び
胸
び
れ
、
ま
つ
こ
う
鯨
の
肉
又
は
食
料
若
し
く
は
飼
料
に
供
す
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る
鯨
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
管
理
人
の
措
置
）

第
五
十
三
条

母
船
式
捕
鯨
業
の
管
理
人
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
時
か
ら
三
十
三

時
間
以
内
に
母
船
の
甲
板
上
に
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
限
度
を
こ
え
て

鯨
を
捕
獲
さ
せ
な
い
た
め
に
、
当
該
船
団
に
属
す
る
独
航
船
の
船
長
又
は
砲

手
に
対
し
捕
獲
を
停
止
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
航
空
機
と
う
載
の
許
可
）

第
五
十
四
条

母
船
式
捕
鯨
業
者
は
、
航
空
機
を
と
う
載
す
る
船
舶
を
当
該
漁

業
に
使
用
す
る
場
合
に
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
準
用
規
定
）

第
五
十
五
条

第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
条
の
規
定
は
、
母
船
式
捕
鯨
業
に
準

用
す
る
。

（
鯨
体
処
理
場
）

（
鯨
体
処
理
場
）

第
八
十
三
条

（
略
）

第
八
十
三
条

（
略
）

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

２

鯨
体
処
理
場
は
、
大
型
鯨
体
処
理
場
及
び
小
型
鯨
体
処
理
場
と
す
る
。

申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
て
、
同
項
の
許
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

二

鯨
体
処
理
場
の
名
称

三

鯨
体
処
理
場
の
設
置
場
所

四

第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

受
け
る
連
絡
先

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

３

大
型
鯨
体
処
理
場
は
、
す
べ
て
の
鯨
の
処
理
に
使
用
す
る
処
理
場
と
し
、

定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

小
型
鯨
体
処
理
場
は
、
ミ
ン
ク
鯨
又
は
歯
鯨
（
ま
つ
こ
う
鯨
を
除
く
。
）
の
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一

第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合

次
に
掲

処
理
に
使
用
す
る
処
理
場
と
す
る
。

げ
る
書
類

イ

住
民
票
の
写
し

ロ

略
歴

ハ

鯨
体
処
理
場
の
建
物
図
面

ニ

鯨
体
処
理
場
の
仕
様
書

ホ

設
置
場
所
及
び
そ
の
付
近
の
図
面

二

第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

次
に
掲

げ
る
書
類

イ

定
款

ロ

登
記
事
項
証
明
書

ハ

役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

ニ

前
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
書
類

（
削
る
。
）

４

小
型
鯨
体
処
理
場
は
、
ひ
げ
鯨
（
ミ
ン
ク
鯨
を
除
く
。
）
又
は
ま
つ
こ
う

鯨
の
処
理
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
削
る
。
）

５

第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
設
計
図
、
設
計
説

明
書
並
び
に
当
該
申
請
が
鯨
体
処
理
場
の
設
置
に
係
る
場
合
に
は
設
置
場
所

及
び
そ
の
附
近
の
図
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鯨
体
処
理
場
の
条
件
）

（
鯨
体
処
理
場
の
条
件
）

第
八
十
四
条

鯨
体
処
理
場
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
み
た
す
も
の
で
な
け
れ

第
八
十
四
条

鯨
体
処
理
場
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
み
た
す
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
。
）

一

鯨
を
完
全
に
利
用
で
き
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

一

水
産
動
植
物
に
有
害
な
物
が
遺
棄
さ
れ
、
又
は
漏
せ
つ
す
る
お
そ
れ
が

二

水
産
動
植
物
に
有
害
な
物
が
遺
棄
さ
れ
、
又
は
漏
せ
つ
す
る
お
そ
れ
が

な
い
こ
と
。

な
い
こ
と
。

二

第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

（
新
設
）

受
け
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
有
す
る
こ
と
。

（
鯨
体
処
理
状
況
の
記
載
）

（
鯨
体
処
理
状
況
の
記
載
）

第
八
十
七
条

鯨
体
処
理
場
設
置
者
は
、
第
三
十
八
条
第
二
項
又
は
第
四
十
五

第
八
十
七
条

大
型
鯨
体
処
理
場
の
設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
第
三
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
報
告

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
当
該
報
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に
係
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
し
、
か
つ
、
当
該
鯨
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
事
項

告
に
係
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
し
、
か
つ
、
当
該
鯨
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
事

を
そ
の
判
明
の
つ
ど
こ
れ
に
併
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
を
そ
の
判
明
の
つ
ど
こ
れ
に
併
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

２

第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
及
び
第
五
号
の
体
長
に
つ

２

第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
及
び
第
五
号
の
体
長
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

い
て
準
用
す
る
。

（
鯨
体
処
理
状
況
報
告
書
の
提
出
）

（
鯨
体
処
理
状
況
報
告
書
の
提
出
）

第
八
十
八
条

鯨
体
処
理
場
設
置
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示

第
八
十
八
条

大
型
鯨
体
処
理
場
の
設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
農
林
水
産

す
る
様
式
に
よ
る
毎
年
の
鯨
体
処
理
状
況
報
告
書
を
、
翌
年
の
一
月
三
十
一

大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
様
式
に
よ
る
毎
年
の
鯨
体
処
理
状
況
報
告
書

日
ま
で
に
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
ま
つ
こ
う
鯨
の
操
業
期

間
が
翌
年
に
継
続
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
翌
年
の
期
間
に
係
る
ま

つ
こ
う
鯨
の
処
理
状
況
を
併
せ
記
載
し
た
も
の
）
を
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
さ
れ
た
ひ
げ
鯨
及
び
ま
つ
こ
う
鯨
の
操
業
期
間
の
う
ち
い
ず
れ
か
終
期

の
遅
い
も
の
の
終
了
後
三
十
日
以
内
に
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
鯨
体
処
理
場
の
廃
止
の
届
出
）

（
鯨
体
の
完
全
利
用
）

第
八
十
九
条

鯨
体
処
理
場
設
置
者
は
、
鯨
体
処
理
場
を
廃
止
し
た
と
き
は
、

第
八
十
九
条

大
型
捕
鯨
業
者
、
小
型
捕
鯨
業
者
又
は
鯨
体
処
理
場
設
置
者
は

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
大
型
捕
鯨
業
又
は
小
型
捕
鯨
業
に
よ
り
捕
獲
し
た
鯨
の
す
べ
て
の
部
分
を

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係
る
鯨
体
処

、
し
や
沸
そ
の
他
の
方
法
で
加
工
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
内
臓

理
場
の
設
置
の
許
可
は
効
力
を
失
う
。

、
ひ
げ
及
び
胸
び
れ
又
は
食
料
若
し
く
は
飼
料
に
供
す
る
鯨
の
部
分
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
許
可
を
仮
装
し
た
船
舶
の
立
入
禁
止
）

（
許
可
を
仮
装
し
た
船
舶
の
立
入
禁
止
）

第
九
十
四
条

（
略
）

第
九
十
四
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
は
、
そ
の
施
行
期
日
を
定
め
、
そ
の
期
日
の
二

２

第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

週
間
前
ま
で
に
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
政
府
間
の

取
決
め
の
実
施
の
た
め
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
無
許
可
船
舶
に
お
け
る
さ
け
又
は
ま
す
を
と
る
漁
具
の
所
持
の
禁
止
）

（
無
許
可
船
舶
に
お
け
る
さ
け
又
は
ま
す
を
と
る
漁
具
の
所
持
の
禁
止
）

第
九
十
五
条

（
略
）

第
九
十
五
条

（
略
）
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２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

２

第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
さ
け
又
は
ま
す
の
所
持
等
の
禁
止
）

（
さ
け
又
は
ま
す
の
所
持
等
の
禁
止
）

第
九
十
六
条

（
略
）

第
九
十
六
条

（
略
）

２

第
九
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

２

第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

(

罰
則)
(

罰
則)

第
百
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
若

第
百
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
若

し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一

第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
九
条
（
第
三

一

第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
（
第
四
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
第
三
項
、
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
九
条
（
第
三
十
条
に
お

三
十
五
条
、
第
三
十
七
条
第
二
項
、
第
四
十
二
条
第
三
項
、
第
四
十
三
条

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条

、
第
四
十
四
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
三
項
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十

第
一
項
、
第
三
十
六
条
（
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

七
条
第
五
項
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
八
条

む
。
）
、
第
三
十
七
条
第
二
項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
、

、
第
七
十
条
、
第
七
十
一
条
第
三
項
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
五
条
、
第

第
四
十
四
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第

七
十
九
条
、
第
八
十
条
、
第
八
十
一
条
第
一
項
、
第
八
十
三
条
第
一
項
、

三
項
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
七
条
第
五
項
、
第
五
十
九

第
九
十
一
条
、
第
九
十
一
条
の
二
か
ら
第
九
十
一
条
の
四
ま
で
、
第
九
十

条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
条
、
第
七
十
一

二
条
、
第
九
十
七
条
、
第
九
十
九
条
又
は
第
百
三
条
の
規
定
に
違
反
し
た

条
第
三
項
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
条
、

者

第
八
十
一
条
第
一
項
、
第
八
十
三
条
第
一
項
、
第
九
十
一
条
、
第
九
十
一

条
の
二
か
ら
第
九
十
一
条
の
四
ま
で
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
七
条
、
第

九
十
九
条
又
は
第
百
三
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
百
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又

第
百
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又

は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
七
、
第
三
十
七
条
第
一
項

一

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
七
、
第
三
十
七
条
第
一
項

若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
五
十
六

若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三

条
の
二
（
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十

項
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
、
第
五
十
六
条
の
二
（
第
六
十
二
条
に

条
の
二
の
二
（
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
条
の
二
の
二
（
第
六
十
二

六
十
九
条
の
三
、
第
八
十
一
条
第
三
項
（
第
九
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
九
条
の
三
、
第
八
十
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用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
四
条
第
一
項
、
第
九
十
五
条
第
一
項

一
条
第
三
項
（
第
九
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

、
第
八
十
三
条
第
四
項
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
四
条
第
一
項
、
第
九
十

五
条
第
一
項
又
は
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

（
略
）

二

（
略
）

第
百
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金

第
百
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

に
処
す
る
。

一

第
十
五
条
、
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
六
条
、
第

一

第
十
五
条
、
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
六
条
、
第

三
十
条
の
二
、
第
三
十
一
条
の
三(

第
六
十
条
の
三
及
び
第
六
十
二
条
に

三
十
条
の
二
、
第
三
十
一
条
の
三
（
第
六
十
条
の
三
及
び
第
六
十
二
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

、
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
四
十
五

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
条

条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
、

第
一
項
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十

第
六
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十
三
条
第
一
項
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
九

一
条
第
一
項
、
第
六
十
三
条
第
一
項
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
九
条
第
一

条
第
一
項
又
は
第
六
十
九
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
者

項
又
は
第
六
十
九
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

（
略
）

二

（
略
）

別
表
第
二
（
第
十
七
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
十
七
条
関
係
）

指
定
漁
業
の

制
限
又
は
禁
止
の
措
置

指
定
漁
業
の

制
限
又
は
禁
止
の
措
置

名
称

名
称

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
中
型

ま
き

（
略
）

大
中
型
ま
き

（
略
）

網
漁
業

網
漁
業

大
型
捕
鯨
業

沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
海
域
に
お
け

（
新
設
）

（
新
設
）

る
大
型
捕
鯨
業
の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。

小
型
捕
鯨
業

沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
海
域
に
お
け

小
型
捕
鯨
業

一

沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
海
域
に

る
小
型
捕
鯨
業
の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。

お
け
る
小
型
捕
鯨
業
の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。
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二

小
型
捕
鯨
業
に
よ
る
歯
鯨
（
ま
つ
こ
う
鯨
を
除
く
。
）

の
採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て

は
、
禁
止
す
る
。

母
船
式

捕
鯨

沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
海
域
に
お
け

母
船
式
捕
鯨

一

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
最
大
低
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
十

業

る
母
船
式
捕
鯨
業
の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。

業

二
海
里
以
内
の
海
域
に
お
け
る
母
船
式
捕
鯨
業
の
操
業
は

、
禁
止
す
る
。

二

前
号
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
行
う
転

載
又
は
積
込
み
（
ヘ
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
行
う
も
の

に
あ
つ
て
は
毎
年
一
月
一
日
か
ら
十
月
十
四
日
ま
で
、
ト

に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
行
う
も
の
に
あ
つ
て
は
毎
年
十

月
十
五
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
、
リ
に
掲
げ
る
海

域
に
お
い
て
行
う
も
の
に
あ
つ
て
は
毎
年
十
一
月
一
日
か

ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
行
う
も
の

に
限
る
。
）
に
は
、
適
用
し
な
い
。

イ

セ
ン
ト
・
マ
シ
ュ
ー
島
の
最
大
低
潮
時
海
岸
線
か
ら

沖
合
十
二
海
里
以
内
の
海
域
の
う
ち
、
西
経
百
七
十
二

度
四
十
六
分
の
線
以
東
、
西
経
百
七
十
二
度
二
十
九
分

の
線
以
西
の
同
島
の
北
側
の
海
域
並
び
に
西
経
百
七
十

二
度
三
十
五
分
の
線
以
東
、
西
経
百
七
十
二
度
十
七
分

の
線
以
西
及
び
西
経
百
七
十
三
度
四
分
の
線
以
東
、
西

経
百
七
十
二
度
五
十
四
分
の
線
以
西
の
同
島
の
南
側
の

海
域

ロ

セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
島
の
最
大
低
潮
時
海
岸
線
か
ら

沖
合
十
二
海
里
以
内
の
海
域

ハ

ウ
ム
ナ
ク
島
の
最
大
低
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
十
二

海
里
以
内
の
海
域
の
う
ち
、
西
経
百
六
十
八
度
四
十
分

の
線
以
東
、
西
経
百
六
十
八
度
二
十
五
分
の
線
以
西
の

同
島
の
北
側
の
海
域
及
び
西
経
百
六
十
九
度
の
線
以
東

、
西
経
百
六
十
八
度
五
十
分
の
線
以
西
の
同
島
の
北
側

の
海
域
並
び
に
西
経
百
六
十
八
度
三
十
分
の
線
以
東
、
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西
経
百
六
十
八
度
十
五
分
の
線
以
西
の
同
島
の
南
側
の

海
域

ニ

ウ
ナ
ラ
ス
カ
島
の
最
大
低
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
十

二
海
里
以
内
の
海
域
の
う
ち
、
西
経
百
六
十
七
度
三
十

分
の
線
以
東
、
西
経
百
六
十
七
度
十
五
分
の
線
以
西
の

同
島
の
北
側
の
海
域
及
び
西
経
百
六
十
七
度
四
十
分
の

線
以
東
、
西
経
百
六
十
七
度
十
八
分
の
線
以
西
の
同
島

の
南
側
の
海
域

ホ

北
緯
五
十
四
度
二
十
六
分
の
線
以
北
、
北
緯
五
十
四

度
三
十
六
分
の
線
以
南
、
西
経
百
六
十
三
度
の
線
以
東

、
西
経
百
六
十
二
度
四
十
分
の
線
以
西
の
サ
ナ
ク
島
の

西
側
の
海
域

ヘ

北
緯
五
十
八
度
二
十
五
分
の
線
以
北
、
北
緯
五
十
八

度
三
十
五
分
の
線
以
南
、
西
経
百
五
十
二
度
二
分
の
線

以
東
、
西
経
百
五
十
一
度
五
十
二
分
の
線
以
西
の
ア
フ

オ
グ
ナ
ク
島
ト
ン
キ
岬
の
北
側
の
海
域

ト

カ
ヤ
ク
島
の
最
大
低
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
十
二
海

里
以
内
の
海
域
の
う
ち
、
北
緯
五
十
九
度
四
十
八
分
の

線
以
北
、
北
緯
五
十
九
度
五
十
六
分
の
線
以
南
、
西
経

百
四
十
三
度
五
十
三
分
の
線
以
西
の
同
島
の
東
側
の
海

域
及
び
北
緯
五
十
九
度
五
十
二
分
の
線
以
北
、
北
緯
六

十
度
七
分
の
線
以
南
、
西
経
百
四
十
五
度
の
線
以
東
の

同
島
の
西
側
の
海
域

チ

フ
ォ
レ
ス
タ
ー
島
の
最
大
低
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合

十
二
海
里
以
内
の
海
域
の
う
ち
、
北
緯
五
十
四
度
四
十

四
分
の
線
以
北
、
北
緯
五
十
四
度
五
十
四
分
の
線
以
南

、
西
経
百
三
十
三
度
十
六
分
の
線
以
西
の
同
島
の
東
側

及
び
西
側
の
海
域

リ

デ
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
島
の
最
大
低
潮
時
海
岸
線
か
ら

沖
合
十
二
海
里
以
内
の
海
域
の
う
ち
、
北
緯
四
十
七
度

三
十
六
分
の
線
以
北
、
北
緯
四
十
七
度
四
十
五
分
の
線
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以
南
の
同
島
の
西
側
の
海
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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附

則

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
第
八
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
漁
業
の

許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
書
面
及
び
同
条
第
三
項
各
号
に
定
め
る
書
類
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
同
項
に
規
定
す
る
書
面
及
び
書
類
を
提
出
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
当

該
許
可
は
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
準
備
行
為
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
降
に
営
も
う
と
す
る
鯨
を
と
る
漁
業
に
係
る
漁
業
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
に
関
し

必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
新
省
令
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
漁
業
手
数
料
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

漁
業
手
数
料
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
省
令
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
型
鯨
体
処
理
場
の
使
用
又
は
そ
の
変
更
の
許
可

の
申
請
」
及
び
「
省
令
第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
航
空
機
を
搭
載
す
る
船
舶
の
使
用
の
許
可
の
申
請
」
を
削
り
、
同
項
第

三
号
中
「
小
型
鯨
体
処
理
場
に
あ
っ
て
は
」
及
び
「
大
型
鯨
体
処
理
場
に
あ
つ
て
は
、
一
件
に
つ
き

三
千
七
百
五
十
円
」

を
削
る
。

（
輸
出
水
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

輸
出
水
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
農
林
省
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
中
「
小
型
鯨
体
処
理
場
」
を
「
鯨
体
処
理
場
」
に
改
め
る
。


